
1 
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＝区長・班長対象の合同役員会は５月１２日（日）＝ 

合同役員会は、５月１２日（日）に二部制で開催されます。 

第１部は、午前１０時より第１区から第７区までの計４８班、第２部は午後１時より第８区から

第１３区までの計４４班の区長と班長を対象にご案内しました。 

各々該当される時間帯にご参集いただき、区長と班長の顔合せ、区内での重要事項の連絡のほ

か、令和６年度の自治会活動の内容等の説明と、これからの活動に必要な資料や事務用品を配付し

ますので出席をお願いします。 

令和６年度の班長には、これから１年間、見晴台自治会の事業活動にご協力いただき、自治会運

営を進めていくこととなりますのでよろしくお願いします。 

 ※前班長から引継ぎの際、表札プレートがない場合や回覧版フォルダ―が損傷している場合は、事務局に連絡 

  をお願いします。 

〔事務局〕 

 

＜自治会も新年度体制に＞（再掲） 

 会計年度については、４月開始の３月末締めですが、見晴台自治会の各区・

班活動等の切り替えは、定期総会を境に新体制に移行します。 

そこで、令和５年度の班長は、４月２７日（土）に配付された資料の回覧で

班長業務終了となります。１年間ありがとうございました。 

 新班長については、５月１０日（金）開催の役員会で配付

される資料の回覧からよろしくお願いします。 

〔事務局〕 

〔５月の行事予定〕 
1日(水)  自治会だより発行  18日(土) 8:30 資源回収 

4日(土) 8:30 資源回収  22日(水)  自治会だより原稿締切 

8日(水) 19:00 運営委員会  2５日(土) 9:00 花壇植栽・会館清掃 

10日(金) 19:00 役員会   10:00 自治会だより編集会議 

12日(日) 10:00 
13:00 合同役員会  2９日(水) 9:00～

10:00 自治会だよりほか配付 

 

 

 

2024(令和 6)年 

5 月 よ 

だ り 
通算３5１号 

見晴台住民数（令和６年４月１日現在） 

男性 2,039人 （前月比 ８人減） 

女性 2,212人 （前月比 ４人減） 

合計 4,251人 （前月比 １２人減） 
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  見晴台の互助への願い、、、

江畑  稔（健康福祉部） 

 令和 6 年度の年明けのニュース初めは、

原子力発電所のある石川県志賀町を襲っ

たマグニチュード７．6 という、東日本大

震災を彷彿とさせる能登大地震でした。  

 今回の地震は東日本大震災とは違いま

す。  

 東日本大震災時、日本列島の底に巻き

込まれた海水が断層面へ侵入した摩擦面

の破壊だと、最新の研究は推測していま

す。  

その水の量、たった東京ドーム２３杯分。 

これは断層国日本のどこでも、直下型地

震の可能性がある事を示唆しています。  

能登はこの活断層の巣で、今回原発で変

圧器の油が漏れ出し、その量２万リット

ル、コンクリートミキサー車で１０台分、

外部電源 2/5 を喪失、幸運にも原発はた

またま休止中だった、、、もしこれに火が

付いていたら、福島の二の舞どころでは

なかった。  

 

起きた時どうするか、それはこの社会の

備えの形、公助、互助の姿勢にしかない！

隣近所の互助の姿は、映画「三丁目の夕陽」

に昭和３０年代の、古き良き日本の暮ら

しが有った事を再現しています。  

街には、花屋があり、八百屋、瀬戸物屋、

パン屋があり、皆一国一城の主、それぞれ

個性の納まり所があって、ゆとりがあっ

た。  

子供達はお使いをし、悪さをすれば隣近

所の親父に怒られ、学校が終われば暗く

なる迄広場で遊んでいた、、、そんな生活。 

三世代世帯は誰かが臨終を見守れたから、

死は日常生活の延長線上にあり、死への

恐怖、不安、孤独死は珍しかったのです。  

 

残念ながら現在は核家族時代、近所付き

合いは薄く、孤独死は珍しくなく、死の恐

怖は誰にも重くのし掛かっています。  

この核家族がなぜ生まれたのか、、、昭和

２５年朝鮮戦争特需を背景に、物作り能

力を回復出来た日本は、ハイパーインフ

レを克服し、その結果高度成長期に入る

事が出来たのです。  

地方からの中卒、「金の卵」は引っ張りだ

こで、都会で家族を作り、古里回帰はなく、

これが核家族を生み出す原動力になった

訳です。  

この頃既に今から６０年も前に、将来の

少子高齢化は叫ばれていたが、どういう

背景か何の対策も打たれる事もなく、結

果日本は世界にも類を見ない、高齢化社

会に突入してしまったのです。  

 

 見晴台でも今や立派な高齢化社会、今

は夫婦揃っていて、外部支援不要な人で

も、遅かれ早かれ、必要になるのは自明の

理。    

今、支援の必要な人が毎年増えています。 

 お互い様という想いがあり、明日は我

が身という戒めがあります。  

 縁あってこの見晴台に居を構え、同時

代に終焉を迎える、、、針の穴を通す程の

小さな、しかし不思議な縁。  

災害時等、自力では移動困難な人への、又

救急車等受け入れへの支援に、今こそ「見

晴台の助け合い」が必要なのです。  

 

※執筆者の意向を尊重し、原文のま

ま掲載しました。  

広報編集会議  
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花壇造成と会館清掃のお知らせ 

5月2５日（土）午前９時より 

 日ごろから、私たち自治会会員が活動の拠点として利用している自治会館の清掃と会館駐車場

周辺花壇への花苗の植え付けを行います。当日は雨天決行です。 

≪花壇の花苗植え付け≫ 

花壇は各区ごとに場所が決まっていますので、区長、班長を中心に作業をお願いします。自治会

でも準備しますが、移植ゴテ、スコップ等を持参いただければ幸いです。 

また、自治会の花壇については、９月までは毎月１回（第４土曜日）、午前９時から雑草除去な

どの花壇整備を行いますので、皆さんの参加、協力をお願いします。 

≪自治会館の清掃≫ 

花壇の花苗植え付けと同時に、自治会館の清掃を行いますので、多くの皆様のお手伝いをお願い

いたします。なお、雑巾、ゴム手袋についてはこちらで準備します。 

≪備品整理と移動≫ 

自治会館増改築工事が始まることから、会館清掃までに収納庫に備品等を置いている関係各部、

各団体の方々は、順次収められている備品の移動と整理をお願いします。 

詳細については、適時事務局より連絡します。 

≪その他≫ 

 生活環境部では交通安全旗の交換、公園のマナー啓発看板の設置を行います。 

また、防犯灯の不具合等に気が付かれた方は生活環境部又は事務局へ班長を通してご連絡くだ

さい。 

ペットを飼っている方にお願いします。マナーを十分に守り住み良い見晴台地区にしましょう。 

〔生活環境部〕 

 

自治会館新改築検討委員会から答申 

≪会館改築のテーマ≫『世代をつなぎ、文化発信の拠点を目指して』 

検討委員会では、自治会からの諮問（令和４年７月１６日付）を

受け、「見晴台自治会館」及び「ふれあい会館」の新改築の方向性

について審議を重ね、新築ではなく現在の自治会館の一部増改築と

することとし、その一部増改築の具体案をまとめました。 

令和 6 年４月１２日（金）開催の役員会において、検討委員会副

委員長から自治会を代表し会長に答申がされました。 

工事総予算、増築の内容、段差解消、窓枠交換、和室の段差解消

と洋室化、照明の LED 化、放送設備の更新のほか、ふれあい会館

は工事完了後に解体し撤去するなど１２項目にわたり答申され、その後、役員会で審議ののち承認

されました。 

〔事務局〕 

男性 
2,079

人 
（ 前

月比 
4 人

減） 

女性 

2,264

人 
（ 前

月比 
6 人

減） 

合計 
4,343

人 
（ 前

月比 
10人

減） 
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10人
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  毎月第１、第３土曜日  

資源回収にご協力を！ 

🍃 避難行動要支援・緊急通報装置の協力について 🍃 
健康に不安を感じられている独り暮らしの高齢の方、また、日中一人で体が不自由な方などで、

災害時等の避難行動に支援が必要な方、また、緊急通報装置の設置を希望される方は、健康福祉部

にご相談ください。 

 消防署に繋がるベルの設置や、災害時に協力していただける方を

お願いするお手伝いをさせていただきます。 

（連絡先）自治会（事務局開設日）TEL 378-9884 

健康福祉部 部長 菊池 恵理子 TEL 382-6853 

〔健康福祉部〕 

 

～【事務局から】～～～～～～～ 

「見晴台自治会館管理運営に関する規程」の一部改正が第３８回

見晴台自治会定期総会で承認され、令和６年５月１日施行されます。 

この改正は、使用料について会員と会員外の区別をなくし一律とするほか、会館利用団体（５名

以上で構成）の減免割合について、８割が自治会員である場合は１０割の減免割合とすることな

ど、詳細につきましては、定期総会議案書を参照ください。 

なお、この度の改正は、自治会館増改築工事の関係から令和６年度の暫定措置としています。 

 

「見晴台自治会関係団体助成金交付に関する規程」が見晴台

自治会定期総会で承認されました。 

規程は、第 1 条目的、第 2 条助成対象、第 3 条算定基準のほか、対象の活動期間、申請・交付

手続など 9 条からなり、令和６年 5 月 1 日施行されます。 

 

５月の事務局開設日は、１日、８日、１１日、１５日、１８日、 

２２日、２５日、２９日の９日間です。 

 ※5月４日(土)は、祝日のため会館休館日で事務局は休みです。 

水曜日は午後１時～４時まで、土曜日は午前９時～１２時まで、事務局員が事務室に駐在して

います。会費納入のほか、自治会活動に関するご意見、ご相談なども受けていますので、気軽にお

立ち寄りください。   

５月事務局員駐在日 

見晴台自治会集団資源回収収益金報告 

４月（６日、２０日）分 

５２，６０７円になりました。 

 ご協力有難うございました。 

会館管理運営規程改正 

会館利用団体助成規程承認 

（緊急通報装置） 


